
【歳入】　地方消費税交付金（社会保障財源化分）

【歳出】　地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられた社会保障施策に要する経費

(単位：千円)

うち、社会保障財源化
分対象経費

国県
支出金

市債 その他 一般財源
うち、地方消費税交付
金（社会保障財源化分）

社会福祉 3,420,140 1,896,277 944,185 0 62,695 889,397 172,846

障害者福祉費 1,269,993 158,888 68,705 0 5,174 85,009 16,521

児童福祉費 1,617,555 1,453,851 751,887 0 32,900 669,064 130,026

老人福祉費 217,788 118,600 0 0 24,621 93,979 18,264

生活保護費 314,804 164,938 123,593 0 0 41,345 8,035

社会保険 1,129,376 1,129,032 249,653 0 18,754 860,625 167,255

国民健康保険 232,947 232,947 117,986 0 0 114,961 22,342

介護保険 655,427 655,083 38,392 0 0 616,691 119,848

後期高齢者医療 153,322 153,322 93,275 0 18,754 41,293 8,025

共済負担金 87,680 87,680 0 0 0 87,680 17,040

保健衛生 380,622 242,498 0 0 120,142 122,356 23,778

健康づくり推進事業費 223,922 109,803 0 0 91,874 17,929 3,484

医療対策費 156,700 132,695 0 0 28,268 104,427 20,294

　　　合　　計 4,930,138 3,267,807 1,193,838 0 201,591 1,872,378 363,878

区分
令和4年度
決算額

特定財源

地方消費税交付金（社会保障財源化分）を充てた社会保障施策に要する経費について

　平成26年4月から消費税（国・地方）が5％から8％に、令和元年10月から8％が10％に引き上げになりました。引き上げに伴う地方消費税交付金の増収分は

全額、社会保障施策に充てるものとされています。

　令和4年度安芸高田市に交付された社会保障財源化分の地方消費税交付金の使途は、つぎのようになっています。

363,878千円

3,267,807千円

社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 財源内訳


